
内部通報制度 

 

［前提］内部通報制度とは 

コンプライアンス違反等の早期発見・防止を主な目的として、組織内外からの申告を受け付け、調査・対応する制度のこと。 

法令違反、規程違反、ハラスメント行為に基づく法令違反などの個別問題の調査を行い、必要に応じて是正措置を講じる。 

 

１ 制度の概要 

（1）相談・通報窓口 

職制を通じた相談（上司や法務コンプライアンス担当部署への相談）のほか、社外の法律事務所への相談・通報もできるよう、内

部通報体制が整備された。当社グループの従業員（契約社員、パートアルバイトを含む）は誰でもこの制度を利用することができ

る。社外通報窓口に対しては、匿名での通報も可能。 

 

①社内通報窓口（東京テアトル株式会社法務室）に対し、以下のメールアドレスに宛ててメールにより通報することができる。

（電話による通報、匿名での通報は受け付けない）。 

メールアドレス：houmu@theatres.co.jp 

 

②社外通報窓口（下山法律事務所）に、電話又はメールにより通報することができる。（匿名での通報も可能）。 

電話：03-3436-2338 

メールアドレス：shimoyamalaw@nifty.com 

 

社外通報窓口担当弁護士 

猪山雄央（いのやまたけひさ）弁護士 

弁護士法人下山法律事務所所属 

東京テアトル株式会社 社外取締役 兼 顧問弁護士 

 

（2）通報を受けた場合の対応 

①情報共有 

・従業者から法務室に通報があった場合、法務室は、その内容を社長、監査役会、内部統制委員会及び内部監査室に速やかに報告

するとともに、社外相談・通報窓口にも報告して情報を共有する。 

・従業者から社外相談・通報窓口に通報があった場合、社外相談・通報窓口は、通報内容を法務室に通知し、法務室は、当該通知

の内容を社長、監査役会、内部統制委員会及び内部監査室に速やかに報告する。 

 

②調査 

・内部監査室は、社外相談・通報窓口と連携して通報内容の事実関係を速やかに調査する。 

 

③審議 

・内部監査室は、事実関係の調査の結果を社長、監査役会、内部統制委員会、法務室及び経営会議に報告し、 

経営会議はこれを審議する。 

・経営会議の審議の結果、法令等に違反していること、又は違反している可能性が高いと判断される場合、社長は、違反者、 

事業部長等に、当該違反行為の中止命令を出す。 

 

④懲戒処分 

・法令等に違反する行為を行った従業者、通報を怠るなど社内規則に違反した従業者、又は社内規則に基づく社長の命令に 

従わなかった従業者は、就業規則に基づき懲戒処分に付されることがある。 

 

⑤通知 

・法務室が通報を受けた場合、法務室は、被通報者のプライバシーに配慮しつつ、調査結果及び是正結果を通報者に遅滞なく通知

するとともに、社外相談・通報窓口にも報告する。 

・社外相談・通報窓口が通報を受けた場合、法務室は、調査結果及び是正結果を社外相談・通報窓口に報告する。 


